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１ 市民憲章 
 

 わたくしたち裾野市民は、麗峰富士のもと 

その気高く美しい姿のように、人間性豊かな 

平和都市を理想として、この憲章を定めます。 

 

１． 働くことに喜びをもち、 

 明るく健康なまちをつくります。 

 

１． 思いやりの心で、 

 住みよいまちをつくります。 

 

１． 秩序をまもり、 

 平和で安全なまちをつくります。 

 

１． 恵まれた自然を大切にし、 

 美しいまちをつくります。 

 

１． 伝統を生かし、 

 創造性をつちかい、文化のまちを 

 つくります。 
 

 

 
 

昭和５６年８月１日制定  
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２ 市の概況 
 

 

○ 市制施行 

 

昭和 46 年 1 月 1 日 

(地方自治法 3 万人市制の特例により) 

 

 

○ 位  置 

（市役所） 

 

東経 138°54′36″ 

北緯 35°10′22″ 

海抜 126.2m 

 

 

○ 面 積 

 

1３８.１２ｋ㎡ 

[東西延長 23.5km 南北延長 23.0km] 

 

 

○ 標 高 

 

 

７８.５ｍ～２,１６９ｍ 

 

○ 世帯数 

 

 

21,６５１世帯 (令和４年４月１日現在) 

 

○ 人 口 

 

 

5０,０８９人 (令和４年４月１日現在) 

 

○ 産業別就業人口 

 

区  分 就業人口 構成比 

総 数 ２５，５２０ １００．００％ 

第 一 次 産 業 ５０５ １．９８％ 

第 二 次 産 業 ９，５４９ ３７．４２％ 

第 三 次 産 業 １５，３６６ ６０．２１％ 

分 類 不 能 １００ ０．３９％ 

（令和 2 年 国勢調査より） 

 

 

○ 市域の変遷 

 

・昭和 27 年 4 月 1 日 駿東郡泉村と小泉村が合併し裾野

町となる。 

・昭和 31 年 9 月 30 日 駿東郡深良村と合併 

・昭和 32 年 9 月 1 日 駿東郡富岡村と須山村が合併し現

在の礎となる。(人口 22,810 人) 

・昭和 46 年 1 月 1 日 裾野町、市制施行し、裾野市とな

る。 
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３ 国民健康保険のあゆみ 
 
昭和 30 年 裾野町国民健康保険条例を制定 

31 年 9 月 深良村合併 
32 年 9 月 富岡村、須山村合併 
34 年 4 月 新裾野町国民健康保険条例並びに国民健康保険税条例施行される 
35 年 4 月 被保険者 5 割給付、助産費 1,000 円､葬祭費 1,000 円､育児手当 1,000 円 

保険税、所得割 2/100、資産割 16.6/100、均等割 280 円、平等割 600 円に変更、限度額 18,000
円に変更 

36 年 4 月 世帯主の結核性疾病及び精神障害 7 割給付の実施 
36 年 7 月 保険税、資産割 15/100、均等割 300 円、平等割 630 円に変更 
37 年 4 月 助産費 2,000 円､葬祭費 2,000 円を支給 

保険税、所得割 2.2/100、資産割 14/100、均等割 330 円、平等割 690 円に変更、限度額 21,600
円に変更 

38 年 4 月 世帯主の全疾病 7 割給付の実施、育児手当（1 カ月 200 円×6 カ月）を支給 
39 年 保険税、資産割 15/100、均等割 370 円、平等割 760 円、限度額 24,000 円に変更 
40 年 4 月 世帯員の 7 割給付の実施、助産費 2,000 円､育児手当 1,200 円に引上げ 

保険税、所得割 1.5/100、資産割 15.5/100、均等割 540 円、平等割 1,070 円、限度額 50,000
円に変更 

41 年 4 月 助産費 3,000 円､葬祭費 3,000 円に引上げ 
保険税、所得割 1.4/100、資産割 22/100、均等割 800 円、平等割 1,520 円に変更 

42 年 4 月 保険税、所得割 2.1/100、均等割 1,320 円、平等割 2,400 円に変更 
43 年 4 月 保険税、所得割 2/100、資産割 28/100、均等割 1,450 円、平等割 2,550 円に変更 
44 年 4 月 保険税、所得割 4.55/100、均等割 1,780 円、平等割 2,950 円に変更 
45 年 4 月 助産費 5,000 円に引上げ 
46 年 1 月 市制施行 
46 年 4 月 助産費 10,000 円、葬祭費 7,000 円、育児手当 2,000 円に引上げ 

保険税、限度額 80,000 円に変更 
48 年 4 月 老人医療費支給制度実施 

保険税、所得割 2.5/100、資産割 40/100、均等割 2,740 円、平等割 4,500 円に変更 
48 年 12 月 高額療養費支給制度実施（自己負担額 30,000 円） 
49 年 4 月 助産費 20,000 円に引上げ 

保険税、所得割 2.6/100、均等割 3,540 円、平等割 5,300 円、限度額 120,000 円に変更 
51 年 4 月 高額療養費支給制度の改正（自己負担額 39,000 円） 

助産費 40,000 円、葬祭費 10,000 円に引上げ、 
保険税、所得割 3.4/100、均等割 4,600 円、平等割 6,500 円、限度額 150,000 円に変更 

52 年 4 月 助産費 60,000 円に引上げ 
保険税、限度額 170,000 円に変更 

53 年 4 月 保険税、限度額 190,000 円に変更 
54 年 4 月 保険税、所得割 4.3/100、資産割 48/100、均等割 6,000 円、平等割 9,000 円に変更、 

限度額 220,000 円 に変更 
54 年 12 月 助産費 80,000 円に引上げ 
55 年 4 月 保険税、限度額 240,000 円に変更 
56 年 4 月 保険税、限度額 260,000 円に変更 
57 年 3 月 助産費 100,000 円に引上げ 
57 年 4 月 保険税、限度額 270,000 円に変更 
57 年 9 月 高額療養費支給制度の改正（自己負担額 45,000 円、市民税非課税世帯 39,000 円） 
57 年 10 月 葬祭費 20,000 円に引上げ 
58 年 1 月 高額療養費支給制度の改正（自己負担額 51,000 円） 
58 年 2 月 老人保健法施行 
58 年 4 月 保険税、限度額 280,000 円 に変更 
59 年 4 月 保険税、限度額 300,000 円 に変更 
59 年 10 月 退職者医療制度創立される 

高額療養費支給制度の改正（市民税非課税世帯 30,000 円、世帯合算、多数該当、長期特定

疾病の新設 ） 
60 年 4 月 保険税、所得割 4.55/100、均等割 6,600 円、平等割 9,480 円、限度額 330,000 円に変更 
61 年 4 月 保険税、限度額 350,000 円に変更 
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62 年 4 月 助産費 130,000 円､に引上げ 
保険税、所得割 5.2/100､均等割 9,000 円､平等割 12,600 円､限度額 370,000 円に変更 

63 年 4 月 保険税、限度額 390,000 円に変更、育児手当の廃止 
平成元年 4 月 保険税、限度額 400,000 円に変更 

3 年 4 月 保険税、限度額 420,000 円に変更、葬祭費 30,000 円に引上げ 
4 年 4 月 保険税、限度額 440,000 円に変更、助産費 240,000 円、葬祭費 50,000 円に引上げ 
6 年 10 月 国保法の改正により助産費を出産育児一時金と改め 300,000 円とする 

入院時食事療養費制度の創立 
一日人間ドック助成事業開始 

8 年 4 月 保険税、資産割 40/100、所得割 5.2/100、均等割 14,400 円、平等割 15,600 円、賦課限度額 480,000
円に変更 

12 年 4 月 ・介護保険制度が開始 
・国保税の賦課割合等の変更 

介護納付金分 資産割 3/100、所得割 0.7/100、均等割 3,300 円、平等割 3,300 円、 
賦課限度額 70,000 円に制定 

国民健康保険条例の一部改正（罰則規定：10 万円以下の過料を科する。） 
12 年 7 月 国民健康保険被保険者証の返還及び被保険者資格証明書の交付並びに保険給付の支払の差

止め等に関する取扱要綱、国民健康保険短期被保険者証交付要綱の制定 
12 年 12 月 国民健康保険税の賦課に係る仮算定を廃止し、納期を 8 期に改正（13 年度から施行） 
13 年 2 月 国民健康保険税条例施行規則の一部改正（国保税の減免規定を追加） 
13 年 10 月 短期被保険者証、資格証明書の交付を開始 
14 年 3 月 裾野市国民健康保険出産育児一時金受領委任払制度実施要綱の制定 
14 年 10 月 国民健康保険法等の一部改正により、前期高齢者、3 歳未満被保険者の負担割合が設定（前

期高齢者：1 割【2 割】3 歳未満：2 割） 
15 年 4 月 ・国保税の賦課割合等の変更 

医療費分 所得割 5.8/100、資産割 36/100、均等割 21,600 円、平等割 21,600 円、 
賦課限度額 520,000 円 

  介護納付金分 所得割 0.8/100、資産割 3/100、均等割 4,800 円、平等割 3,600 円 
に引き上げ 
国民健康保険法等の一部改正により、退職被保険者等負担割合が 3 割 

15 年 8 月 裾野市国民健康保険人間ドック等助成事業実施要綱の制定（従前の要綱を廃止） 
脳ドック助成事業開始 

16 年 9 月 24 時間電話健康相談事業開始 
18 年 10 月 出産育児一時金を 350,000 円に引き上げ 
19 年 4 月 国保年金室の所管が市民部から健康福祉部に変更 
20 年 3 月 ●第 1 期特定健康診査等実施計画を策定（25 年 3 月まで） 
20 年 4 月 

 
・後期高齢者医療制度が開始 
・国保税の賦課割合等の変更 

基礎課税分 
所得割 4.8/100、資産割 30/100、均等割 19,200 円、平等割 19,200 円、 
賦課限度額 470,000 円 

後期高齢者支援金分（新制度） 
所得割 1.2/100、資産割 6/100、均等割 6,000 円、平等割 6,000 円、 
賦課限度額 120,000 円 

介護納付金分 
所得割 0.8/100、資産割 3/100、均等割 4,800 円、平等割 3,600 円、 
賦課限度額 90,000 円 

20 年 7 月 特定健康診査が開始（特定保健指導は 8 月から） 
21 年 1 月 出産育児一時金を 380,000 円に引き上げ（産科医療補償制度） 
21 年 4 月 被保険者の適用除外（小規模住居型児童養育事業を行う者もしくは里親） 
21 年 10 月 出産育児一時金を 420,000 円に引き上げ 
22 年 4 月 

 
特例対象被保険者等に係る国保税課税の特例を制定（非自発的失業者） 
国保税の条例減免制度の一部改正（所得が著しく減少した被保険者を対象） 
人間ドック・脳ドック対象者を 75 歳未満まで拡大（同年度 75 歳は非該当） 

22 年 6 月 国保条例の一部改正・同条例施行規則の一部改正 
 国保税の減免規定を追加「疾病、失業等により前年に比し所得が著しく減少したため、国
民健康保険税の納付が困難と認められる者」（条例） 
 前年の合計所得金額、所得減少の程度の率を明確化（条例施行規則） 

23 年 4 月 
 
 

・国保税の賦課割合等の変更 
基礎課税分 

所得割 5.5/100、資産割 25/100、均等割 22,000 円、平等割 20,000 円 
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賦課限度額 500,000 円 
後期高齢者支援金分 

所得割 1.8/100、資産割 4/100、均等割 6,600 円、平等割 6,000 円 
賦課限度額 130,000 円 

介護納付金分 
所得割 1.5/100、均等割 12,000 円、賦課限度額 100,000 円 

均等割、平等割に係る軽減割合を 7 割・5 割に変更し、2 割軽減を新設 
24 年 4 月 ・国保税の賦課限度額変更 

基礎課税分 510,000 円 
後期高齢者支援金分 140,000 円 
介護納付金分 120,000 円 

・被用者保険旧扶養者に係る国保税の減免期間を、資格取得から「2 年間」を「当分の間」

に変更 
25 年 3 月 ●第 2 期特定健康診査等実施計画を策定（30 年 3 月まで） 
25 年 6 月 国保条例の一部改正により、1.国保被保険者が後期高齢者医療に移行する場合、国保税の軽

減判定所得の算定特例を恒久化する。2.特定世帯に係る世帯平等割額を最初の 5 年間 1／2
減額する現行制度に加え、その後 3 年間 1／4 減額する措置を講ずる。 

26 年 6 月 ・低所得者に係る国保税の軽減枠の拡充 
27 年 2 月 国保データベース（KDB）システム導入 
27 年 4 月 ・国保税の賦課割合等の変更 

基礎課税分 
所得割 5.5/100、資産割 20/100、均等割 23,600 円、平等割 21,000 円 
賦課限度額 510,000 円 

後期高齢者支援金分 
所得割 2.1/100、資産割 4/100、均等割 8,800 円、平等割 8,200 円 
賦課限度額 160,000 円 

介護納付金分 
所得割 2.1/100、均等割 14,600 円、賦課限度額 140,000 円 

27 年 6 月 ・低所得者に係る国保税の軽減枠の拡充 
28 年 4 月 ・国保税の賦課限度額変更 

基礎課税分 520,000 円 
後期高齢者支援金分 170,000 円 
介護納付金分 160,000 円 

28 年 6 月 ・低所得者に係る国保税の軽減枠の拡充 
29 年 4 月 ●第 1 期国民健康保険保健事業実施計画（データヘルス計画）を策定（30 年 3 月まで） 

・国保税の賦課限度額変更 
基礎課税分 540,000 円 
後期高齢者支援金分 190,000 円 

29 年 6 月 ・低所得者に係る国保税の軽減枠の拡充 
30 年 3 月 ●第 3 期特定健康診査等実施計画・第 2 期国民健康保険保健事業実施計画（データヘルス計

画）を策定（35 年 3 月まで（2023 年 3 月まで）） 

30 年 4 月 ・国保制度改革により、都道府県も国保の保険者となり、財政の運営の責任主体となる  
・国民健康保険財政調整基金条例の制定 

30 年 6 月 ・低所得者に係る国保税の軽減枠の拡充 
31 年 4 月 ・国保税の賦課限度額変更 

基礎課税分 580,000 円 
令和元年 6 月 ・低所得者に係る国保税の軽減枠の拡充 

2 年 4 月 ・国保税の賦課方式、賦課割合等の変更（資産割の廃止） 
基礎課税分 

所得割 6.8/100、均等割 26,000 円、平等割 18,600 円、賦課限度額 610,000 円 
後期高齢者支援金分 

所得割 2.4/100、均等割 9,400 円、平等割 6,800 円、賦課限度額 190,000 円 
介護納付金分 
所得割 2.1/100、均等割 14,200 円、賦課限度額 160,000 円 

・低所得者に係る国保税の軽減枠の拡充 
2 年 5 月 新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給 

（令和２年１月から遡及して適用） 
2 年 6 月 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険税

の減免（令和２年２月から遡及して適用） 
3 年 3 月 ●第３期裾野市特定健康診査等実施計画・第２期裾野市国民健康保険保健事業実施計画書
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（データヘルス計画）の中間評価 
3 年 4 月 ・国保税の賦課限度額変更 

基礎課税分 630,000 円 
介護納付金分 170,000 円 

・低所得者に係る国保税の軽減判定基準の変更 
3 年 12 月 国民健康保険表彰条例の廃止（令和３年度までで優良家庭表彰事業を廃止） 
4 年 4 月 未就学児に係る均等割の軽減措置の開始 

※●は計画書の策定等を示す 
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４ 事務機構及び事務分掌（令和４年４月１日現在） 
 

＜国保係＞ ＜市民税係＞

・国民健康保険事業の企画運営 ・国民健康保険税の賦課

・国民健康保険運営協議会 ・国民健康保険税の減免

・国民健康保険団体連合会との連携 ←連携→

・被保険者の資格・異動処理 ＜管理納税係・徴収対策係＞

・被保険者証等の更新

・保険給付及び診療報酬の支払い ・国民健康保険税の徴収

・支出金及び交付金 ・国民健康保険税の滞納処分

・保健事業 ・過誤納金の還付及び充当

＜年金後期係＞ ＜資産税係＞

市長
諮問→

国民健康保険運営協議会
←答申

被保険者代表　３名
保険医代表　　３名
公益代表　　　３名
被用者保険等　２名

副市長

健康福祉部長 総務部長

国保年金課長 税務課長

健康福祉部国保年金課 総務部税務課
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５ 国民健康保険運営協議会 
 

 

(1) 国民健康保険運営協議会の審議事項 

① 一部負担金の負担割合に関する事項 

② 保険税の賦課方法に関する事項 

③ 保険給付の種類および内容に関する事項 

④ 保健事業の実施大綱の策定に関する事項 

⑤ その他国民健康保険事業の運営に関する重要な事項 

 

 

(2) 委員の構成 

① 被保険者を代表する委員 3 名 

② 保険医または保険薬剤師を代表する委員 3 名 

③ 公益を代表する委員 3 名 

④ 被用者保険等保険者を代表する委員 2 名  計 11 名 

 

 

(3) 令和３年度 国保運営協議会実績  

 

●第１回運営協議会 令和３年１０月６日（水） 

① 報告事項 

・ 令和２年度国民健康保険特別会計の決算について 

・ 令和３年度当初予算の概要について 

・ 保健事業の実施状況について 

② 協議事項 

・ 令和４年度以降の優良家庭表彰事業の廃止について 
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６ 被保険者 
 

(1) 国保加入状況（予算執行実績及び主要事務事業調書） 

各年年度末現在 

年度
総人口

（人）

被保険者数

（人）
加入率

総世帯数

（世帯）

加入世帯数

（世帯）
世帯加入率

H24 53,814 12,926 24.02% 21,149 7,351 34.76%

H25 53,582 12,728 23.75% 21,314 7,336 34.42%

H26 53,078 12,416 23.39% 21,291 7,254 34.07%

H27 52,824 11,908 22.54% 21,456 7,062 32.91%

H28 52,590 11,299 21.49% 21,564 6,828 31.66%

H29 52,332 10,736 20.52% 21,690 6,588 30.37%

H30 51,707 10,183 19.69% 21,636 6,364 29.41%

R元 51,347 9,937 19.35% 21,711 6,281 28.93%

R2 50,770 9,953 19.60% 21,786 6,353 29.16%

R3 50,089 9,783 19.53% 21,651 6,339 29.28%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R元 R2 R3

加入状況

総人口（人） 被保険者数（人） 総世帯数（世帯）

加入世帯数（世帯） 加入率 世帯加入率
 

 

☆被保険者数と加入世帯数について、令和２年度は微増していたが、令和３年度は再

び減少傾向となっている。 
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(2) 異動状況（予算執行実績及び主要事務事業調書） 

 

●資格取得 

転入 社保離脱 出生 その他

H24 2,515 446 1,918 59 92

H25 2,487 452 1,900 50 85

H26 2,356 412 1,831 46 67

H27 2,333 576 1,642 41 74

H28 2,102 461 1,548 21 72

H29 2,353 511 1,665 28 149

H30 2,182 550 1,528 27 77

R元 2,179 459 1,625 19 76

R2 2,250 360 1,788 22 80

R3 2,029 338 1,612 20 59

年度
(取得した)

被保険者数

資格取得の内訳

 

☆出生による資格取得はおおむね減少傾向。 

 

 

●資格喪失  

転出 社保加入 死亡 後期加入 その他

H24 2,764 481 1,694 86 392 111

H25 2,685 476 1,572 83 460 94

H26 2,668 465 1,573 96 430 104

H27 2,841 618 1,522 76 515 110

H28 2,711 482 1,547 83 530 69

H29 2,916 519 1,557 87 585 168

H30 2,735 529 1,477 78 535 116

R元 2,425 406 1,360 82 480 97

R2 2,234 353 1,237 73 443 128

R3 2,199 290 1,255 88 475 91

資格喪失の内訳(喪失した)

被保険者数
年度
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(３) 国保加入者の内訳 

令和４年４月１日現在 

年齢階層 男性 女性 合計

0歳以上ʷ10歳未満 146 127 273

10歳以上ʷ20歳未満 182 207 389

20歳以上ʷ30歳未満 218 234 452

30歳以上ʷ40歳未満 304 275 579

40歳以上ʷ50歳未満 437 383 820

50歳以上ʷ60歳未満 486 477 963

60歳以上ʷ70歳未満 1351 1637 2988

70歳以上ʷ75歳未満 1,552 1,698 3250

計 4,676 5,038 9714

男性

0歳以上ʷ10歳未満 10歳以上ʷ20歳未満

20歳以上ʷ30歳未満 30歳以上ʷ40歳未満

40歳以上ʷ50歳未満 50歳以上ʷ60歳未満

60歳以上ʷ70歳未満 70歳以上ʷ

女性

0歳以上ʷ10歳未満 10歳以上ʷ20歳未満

20歳以上ʷ30歳未満 30歳以上ʷ40歳未満

40歳以上ʷ50歳未満 50歳以上ʷ60歳未満

60歳以上ʷ70歳未満 70歳以上ʷ

3%

4%

5%

7%

8%

10%

32%

31%

合計

0歳以上ʷ10歳未満

10歳以上ʷ20歳未満

20歳以上ʷ30歳未満

30歳以上ʷ40歳未満

40歳以上ʷ50歳未満

50歳以上ʷ60歳未満

60歳以上ʷ70歳未満

70歳以上ʷ

 
☆６０代以上の加入者が全体の６０％以上を占める。 
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７ 保険給付 
 

(1) 給付費の状況（予算執行実績及び主要事務事業調書）     単位：千円 

年度 被保険者数 療養給付費 療養費 高額療養費 移送費 出産/葬祭費 合計 1人当たり(円)

H24 12,926 3,109,931 27,961 399,777 0 32,190 3,569,859 276,177

H25 12,728 3,111,130 22,439 329,256 0 24,160 3,486,985 273,962

H26 12,416 2,992,809 26,244 353,798 0 24,216 3,397,067 273,604

H27 11,908 2,986,955 24,683 362,183 0 20,783 3,394,604 285,069

H28 11,299 2,947,640 25,056 412,725 0 16,350 3,401,771 301,068

H29 10,736 2,790,542 21,204 376,024 0 13,190 3,200,960 298,152

H30 10,183 2,750,695 21,181 358,905 0 14,890 3,145,671 308,914

R1 9,937 2,755,295 20,456 380,391 0 11,310 3,167,452 318,753

R2 9,953 2,699,334 22,256 378,375 0 11,834 3,111,799 312,649

R3 9,783 2,839,194 21,826 398,302 10 11,768 3,271,100 334,366

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

4,000,000

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3

保険給付費の状況

療養給付費 療養費 高額療養費 移送費 出産/葬祭費

0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
400,000

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3

被保険者数と一人あたり給付費

被保険者数 1人当たり(円)

☆被保険者数は減少傾向にあるが、１人あたり給付費は増加傾向にある。 
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(２) 出産/葬祭費（予算執行実績及び主要事務事業調書） 単位：円 

件数 支給額 件数 支給額 件数 支給額

H24 67 28,140,000 81 4,050,000 148 32,190,000

H25 48 20,160,000 80 4,000,000 128 24,160,000

H26 47 19,515,940 94 4,700,000 141 24,215,940

H27 42 17,433,288 67 3,350,000 109 20,783,288

H28 30 12,600,000 75 3,750,000 105 16,350,000

H29 22 9,240,000 79 3,950,000 101 13,190,000

H30 27 11,340,000 71 3,550,000 98 14,890,000

R1 18 7,560,000 75 3,750,000 93 11,310,000

R2 20 8,384,000 69 3,450,000 89 11,834,000

R3 19 7,968,000 76 3,800,000 95 11,768,000

年度
出産育児一時金 葬祭費 合計

0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3

支給額の推移

出産育児一時金 支給額 葬祭費 支給額

 

※ 出産育児一時金：４２万円／件 葬祭費：５万円／件 

 

☆若い世代の減少により、出産育児一時金の支給は以前と比較して減少している。 
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８ 医療全体の状況 
 

(１) 医療費の状況 （事業年報Ｃ表（１）Ｆ表（１））       単位：円 

年度 件数 費用額 保険者負担分 医療費/件 医療費/人 被保険者数

H24 207,216 4,296,297,184 3,135,443,885 20,733 332,376 12,926

H25 206,205 4,290,118,721 3,133,111,650 20,805 337,061 12,728

H26 210,428 4,120,436,276 2,822,543,161 19,581 331,865 12,416

H27 199,844 4,060,598,139 2,976,213,576 20,319 340,997 11,908

H28 193,450 4,042,277,930 2,945,026,688 20,896 357,755 11,299

H29 185,532 3,839,105,434 2,806,400,472 20,692 357,592 10,736

H30 182,790 3,764,142,895 2,755,027,869 20,593 369,650 10,183

R1 178,100 3,763,672,688 2,760,394,384 21,132 378,753 9,937

R2 164,558 3,690,152,127 2,712,007,938 22,425 370,758 9,953

R3 166,703 3,821,892,824 2,822,117,648 22,926 390,667 9,783

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

0
500,000,000

1,000,000,000
1,500,000,000
2,000,000,000
2,500,000,000
3,000,000,000
3,500,000,000
4,000,000,000
4,500,000,000
5,000,000,000

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3

医療件数と医療費の推移

費用額 件数

300,000

320,000

340,000

360,000

380,000

400,000

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3

レセプト１件あたり／１人あたりの医療費

医療費/件 医療費/人

 

☆１人あたり医療費の増加が顕著に表れている。 
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(２) 年代別医療費（令和３年度） 
 

 
 

 

(３) 疾病別の状況（令和３年度） 

 ・外来 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・入院 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆外来の新生物は令和２年度の２位から１位になった。 

 精神の外来は５％未満だが、入院では循環器系・新生物に次いで多い。 
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９ 保健事業 
 

(1) 特定健診実施状況（法定報告） 単位：人 

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2

対象者 8,778 8,778 8,701 8,557 8,102 7,708 7,548 7,337 7,296

受診者 3,739 3,659 3,852 3,884 3,647 3,515 3,473 3,318 3,124

受診率 42.6% 41.7% 44.3% 45.4% 45.0% 45.6% 46.0% 45.2% 42.8%

対象者 84 84 91 89 54 69 57 62 56

終了者 14 0 9 17 17 17 9 18 16
実施率 16.7% 0.0% 9.9% 19.1% 31.5% 24.6% 15.8% 29.0% 28.6%

対象者 367 360 360 324 315 304 305 331 318

終了者 77 75 97 108 125 119 57 102 106

実施率 21.0% 20.8% 26.9% 33.3% 39.7% 39.1% 18.7% 30.8% 33.3%

年度

特定健診

積極的

動機付け

特定

保健指導

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

50.0%

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2

受診率の状況

特定健診 積極的 動機付け

 

☆令和２年度は新型コロナウイルス感染症の影響による受診控えにより、全国的に医

療費が減少した。特定健診の受診率についても同様に低下する傾向がみられた。 
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(2) ドック事業（人間ドック・脳ドック） 

疾病の早期発見及び健康意識の向上を目的として、人間ドック及び脳ドックを実施。 

 

ドック受診者数 単位：人 

年度 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3

人間ドック 61 54 54 38 18 6 6 5 3 3

脳ドック 120 127 132 137 147 129 186 133 101 82

計 181 181 186 175 165 135 192 138 104 85

0

50

100

150

200

250

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3

ドック事業

人間ドック 脳ドック 計

 

☆平成２９年度以降は脳ドックの検査内容を特定健診の項目と合わせて整理し、 

人間ドックは３０歳以上４０歳未満の被保険者向けに変更した。 
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(3) 24 時間電話健康相談 

適正受診の一助として委託による 24 時間の電話相談を実施。 

 

電話相談実績 単位：件 

年度 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3

相談件数 1,786 1,755 1,501 2,227 1,500 1,096 733 671 556 569

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3

相談件数

 

相 談 内 容 相 談 件 数

1．健診・ドックに関する相談 6

2．健康保持・増進に関する相談 25

3．気になる身体の症状に関する相談 193

4．家庭看護に関する相談（介護・応急手当等） 54

5．治療に関する相談 131

6．母子保健に関する相談（妊娠・遺伝等） 0

7．育児に関する相談 5

8．夜間・休日の医療機関案内 8

9．ストレス・メンタルヘルスに関する相談 72

10．紹介・手配に関する相談（搬送・福祉施設等） 3

11．その他 72

合 計 569

 

(4) その他 

この他にも、健康推進課や介護保険課等と協力して保健事業を実施し、国保制

度に限らず、介護予防、疾病予防の喚起に努めている。 

・未受診者対策事業 

・特定保健指導事業 

・糖尿病性腎症等重症化予防事業 

・若年者特定健診動機付け事業（スマホｄｅドック） 

・後発医薬品希望カード（シール）配布事業 
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１０ 国民健康保険税 
 

(1) 賦課期日 ４月１日 

 

(2) 賦課額 

世帯主（擬制世帯主を除く）及び世帯内の被保険者について 

・所得割額 … 前年の所得に応じた額 

・資産割額 … 固定資産税に応じた額【令和元年度まで】 

・均等割額 … １人あたりの額 

・平等割額 … １世帯あたりの額 

の合算（令和２年４月より賦課方式及び賦課税率等改正） 

 

(3) 各項目の税率 

 

・医療費分の税率 

2年度 3年度 4年度

所得割 6.80% 6.80% 6.80%

資産割 ― ― ―

均等割 26,000 円 26,000 円 26,000 円

平等割 18,600 円 18,600 円 18,600 円

610,000 円 630,000 円 630,000 円

年度

応能割

応益割

賦課限度額
 

 

・後期高齢者支援金分の税率 

2年度 3年度 4年度

所得割 2.40% 2.40% 2.40%

資産割 ― ― ―

均等割 9,400 円 9,400 円 9,400 円

平等割 6,800 円 6,800 円 6,800 円

190,000 円 190,000 円 190,000 円

年度

応能割

応益割

賦課限度額
 

 

・介護納付金分の税率 

2年度 3年度 4年度

所得割 2.10% 2.10% 2.10%

資産割 ― ― ―

均等割 14,200 円 14,200 円 14,200 円

平等割 ― ― ―

160,000 円 170,000 円 170,000 円

年度

応能割

応益割

賦課限度額
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(4) 徴収月（期別） 

・普通徴収 

第１期   ７月    第５期  １１月  

第２期   ８月    第６期  １２月 

第３期   ９月    第７期   １月 

第４期  １０月    第８期   ２月 

・特別徴収（支給年金からの徴収） 

４月から偶数月（６回） 

 

(5) 月割賦課 

４月２日以降に国保資格を取得した者には、その取得した月から、また資格

を喪失した者には、喪失した月の前月までの、月割賦課を行う。 

 

(6) 国民健康保険税の軽減 

低所得者に対する軽減（令和３年度） 

① 前年の世帯の所得の合計額が４３万円＋１０万円×(給与所得者等の数Ü

１)以下の世帯について均等割と平等割の 7 割を減額 

② 前年の世帯の所得の合計額が４３万円＋２８万５千円×被保険者と特定同

一世帯所属者の数＋１０万円×(給与所得者等の数Ü１)以下の世帯につい

て均等割と平等割の５割を減額 

③ 前年の世帯の所得の合計額が４３万円＋５２万円×被保険者と特定同一世

帯所属者の数＋１０万円×(給与所得者等の数Ü１)以下の世帯について均

等割と平等割の２割を減額 

※ 施行日：令和３年４月１日 

 

 
 

※ 特定同一世帯所属者 … 同じ世帯で国民健康保険の被保険者から後期高

齢者医療制度の被保険者に移行した人 

※ 給与所得者等の数 … 給与収入が 55 万円を超える方と、65 歳未満で公

的年金等の収入が 60 万円を超える方または、65 歳以上で公的年金等の収

入が 110 万円を超える方の合計人数 

  

＜参考 令和４年度より＞ 

未就学児の均等割保険税の軽減措置が講じられ、一律に半額に軽減される。

世帯の所得に応じた軽減（７割・５割・２割軽減）が実施されている場合は、

軽減後の額の半額となる。 

※ 施行日：令和４年４月１日 
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● 課税状況（現年度分）                    単位：円

年度 所得割額 資産割額 均等割額 平等割額 現年分調定額 被保険者数
1人あたり

調定額

H24 856,905,717 152,329,170 483,068,600 210,964,000 1,314,384,100 12,926 101,685

H25 857,107,919 153,711,774 471,857,200 210,619,500 1,315,250,500 12,728 103,335

H26 872,608,927 156,676,183 460,732,200 208,520,000 1,269,948,600 12,416 102,283

H27 841,006,272 125,442,168 510,506,000 233,432,100 1,270,729,400 11,908 106,712

H28 820,806,186 123,287,664 480,876,400 224,913,000 1,226,793,100 11,299 108,575

H29 774,969,110 120,594,576 462,467,600 220,525,700 1,170,747,500 10,736 109,049

H30 756,667,540 111,191,856 444,679,200 216,182,200 1,130,673,900 10,183 111,035

R1 753,330,807 111,890,400 425,872,200 209,583,000 1,093,830,800 9,937 110,077

R2 857,206,667 454,482,200 180,422,550 1,079,353,200 9,953 108,445

R3 846,458,921 446,501,000 179,101,750 1,075,868,200 9,783 109,973
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● 収入状況                           単位：円 

年度 調定額 収入額 不納欠損額 収入未済額 収入率

H24 1,733,519,157 1,305,749,074 40,620,328 387,149,755 75.32%

H25 1,702,162,387 1,305,142,327 35,035,571 361,984,489 76.68%

H26 1,637,811,039 1,269,373,904 32,134,946 336,302,189 77.50%

H27 1,611,697,989 1,261,246,704 31,651,111 318,800,174 78.26%

H28 1,550,030,674 1,219,214,463 30,974,271 299,841,940 78.66%

H29 1,470,669,540 1,164,675,478 31,238,240 274,755,822 79.19%

H30 1,411,151,122 1,137,135,821 21,583,174 252,432,127 80.58%

R1 1,357,651,677 1,093,543,333 22,956,973 241,151,371 80.55%

R2 1,328,439,471 1,085,581,269 40,118,083 202,740,119 81.72%

R3 1,285,828,569 1,083,741,520 48,431,712 153,655,337 84.28%

0
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☆国民健康保険税の収入率は徐々に上昇している。 
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１１ 財政状況 
 

(1) 令和３年度国民健康保険特別会計決算状況 

 

＜歳入＞  単位：円 

款 科目名称 当初予算額 予算現額 収入済額
収入率％

(対予算)

収入済額

構成比％

1 国民健康保険税 1,056,403,000 1,056,403,000 1,083,741,520 102.59% 21.44%

2 使用料及び手数料 100,000 100,000 96,950 96.95% 0.00%

3 国庫支出金 1,000 1,304,000 1,304,000 100.00% 0.03%

4 療養給付費等交付金 0 0 0 0.00% 0.00%

5 県支出金 3,198,933,000 3,490,361,000 3,377,748,586 96.77% 66.82%

6 財産収入 674,000 674,000 659,665 97.87% 0.01%

7 繰入金 267,868,000 318,846,000 318,845,000 100.00% 6.31%

8 繰越金 86,000,000 249,902,000 249,903,063 100.00% 4.94%

9 諸収入 24,021,000 12,213,000 22,796,523 186.66% 0.45%

10 市債 0 0 0 0.00% 0.00%

4,634,000,000 5,129,803,000 5,055,095,307 98.54% 100.00%合   計

 

＜歳出＞  単位：円 

款 科目名称 当初予算額 予算現額 支出済額
執行率％

(対予算)

支出済額

構成比％

1 総務費 71,901,000 78,639,000 72,273,947 91.91% 1.49%

2 保険給付費 3,130,062,000 3,416,162,000 3,280,025,802 96.01% 67.81%

3 国民健康保険事業納付金 1,318,991,000 1,314,361,000 1,314,358,620 100.00% 27.17%

4 財政安定化基金拠出金 0 0 0 0.00% 0.00%

5 保健事業費 76,798,000 58,298,000 51,406,030 88.18% 1.06%

6 基金積立金 674,000 100,674,000 100,659,665 99.99% 2.08%

7 公債費 0 0 0 0.00% 0.00%

8 諸支出金 33,034,000 20,175,000 18,146,994 89.95% 0.38%

9 予備費 2,540,000 141,494,000 0 0.00% 0.00%

4,634,000,000 5,129,803,000 4,836,871,058 94.29% 100.00%合   計

 

 
歳  入 5,055,095,307  円 

歳  出 4,836,871,058  円 

収支差額 218,224,249  円 
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(2) 令和４年度国民健康保険特別会計当初予算構成 

 

＜歳入＞   単位：円 

款 項   目 当初予算額 構成比

1 国民健康保険税 1,018,503,000 21.5%

2 使用料及び手数料 100,000 0.0%

3 国庫支出金 1,000 0.0%

5 県支出金 3,307,105,000 69.8%

6 財産収入 788,000 0.0%

7 繰入金 306,528,000 6.5%

8 繰越金 75,377,000 1.6%

9 諸収入 27,598,000 0.6%

4,736,000,000 100.0%合   計
 

 

＜歳出＞   単位：円 

款 項   目 当初予算額 構成比

1 総務費 70,545,000 1.5%

2 保険給付費 3,235,063,000 68.3%

3 国民健康保険事業納付金 1,322,264,000 27.9%

5 保健事業費 72,284,000 1.5%

6 基金積立金 788,000 0.0%

8 諸支出金 32,378,000 0.7%

9 予備費 2,678,000 0.1%

4,736,000,000 100.0%合   計
 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年度版 
 

裾野市の国保 
 

◇発 行 令和４年１０月１日 

◇発行者 裾野市健康福祉部国保年金課 

 静岡県裾野市佐野１０５９番地 

 （０５５）９９５－１８１４ 

 


